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町村の都市計画の決定に関する

都道府県の同意の廃止関係

国土交通省都市局都市計画課
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平成30年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針の内容

（参考）運⽤指針で定められた協議に当たっての留意事項（H28.4 都市計画運⽤指針を改正）
協議の透明化、円滑化を図るべく、協議ルール作成における留意事項を明確化

町村の都市計画の決定⼜は変更に係る都道府県知事への同意を要する協議については、
運⽤指針で定められた協議に当たっての留意事項を、都道府県が市町村と調整の上定める
協議ルールに位置付ける取組を更に進め、その定着状況を確認の上、2019年度を⽬途に
必要な措置を講じ、同意を廃⽌する。

平成30年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針（平成30年12⽉25⽇閣議決定）

③ 協議不調の場合、協議内容に対する考え⽅を市町村都市計画審議会に提出すること

① 都市計画決定等の⼿続に先⽴ち、⼗分な時間的余裕をもって事前協議を実施すること

② 協議における標準処理期間を設定すること
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留意事項の定着に向けた取組の内容（H30.8以降） 町村の都市計画の決定に関する
都道府県の同意の廃止関係
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H30.8
〜９

・国交省より事務連絡を都道府県宛に発出
留意事項を位置付けている協議ルールの優良事例を周知するなど、留意事項を協議ルールとし
て適切に策定・更新するよう要請

H30.10 ・国交省より留意事項を位置付けていない都道府県に対して、協議ルールの定着状況につい
て調査を実施

H31.1 ・国交省より課⻑通知を都道府県宛に発出
町村の都市計画決定に係る都道府県知事の同意について、平成30年の閣議決定の内容を

周知した上で、留意事項を明⽂の協議ルールに位置付けることの重要性を⽰しつつ、適切に協
議ルールを策定・更新するよう改めて要請。

H31.2 ・国交省より留意事項を位置付けていない都道府県に対して、策定・更新の働きかけ及び定
着状況の確認
・地⽅六団体分権事務局より閣議決定の内容等に関する通知を都道府県宛に発出

H31.2
〜3

・国交省において定着に向けた取組が特に遅れている都道府県※に対して、直接訪問による
策定・更新の働きかけ
※２⽉に⾏った確認の際に、「留意事項の記載を検討していない」⼜は「留意事項の記載につ

いて未定」等と回答した３団体
H31.4 ・国交省より全国都市計画主管課⻑会議において本案件を説明
H31.4
〜R1.7

・留意事項を位置付けていない都道府県に対し課⻑通知を受けた協議ルールの定着状況
について調査を複数回実施
・調査結果を踏まえ、適宜個別に働きかけを実施
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各都道府県の留意事項の定着状況について（令和元年7⽉時点）
○ H30.10以降、令和元年７⽉時点で新たに24団体が協議ルールを策定⼜は更新。計35団体が全ての留意事項を位

置付けている状況。
○ 協議ルールを策定していない１団体は、３ヶ⽉以内に全ての留意事項を位置づける⽅向で、市町村と調整中。
○ 定めていない留意事項が１つ以上ある11団体についても、全ての団体が遅くとも2019年度内に全ての留意事項を位

置付ける⽅向で検討中。

○今年度中に必要な措置を講じ、同意を廃⽌する⽅向で、引き続き、内閣府地⽅分権推進室
及び地⽅六団体分権事務局と連携し、留意事項の定着を進めていく。
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町村の都市計画の決定に関する
都道府県の同意の廃止関係

策定状況 H30.10 H31.2 R1.7 R1.7現在の状況
協議ルール策定 45 45 46

３項⽬全て記載 11 21 35
記載していない項⽬あり 34 24 11

協議ルール未策定 2 2 1 ３ヶ⽉以内に３項⽬を全て盛り込んで協議ルール
を策定する⽅向で検討中

策定・更新⾒込 H30.10 H31.2 R1.7 R1.7現在の状況
〜2019年度上半期 22 14 5
〜2019年内 - - 1
〜2019年度内 - 5 6
その他（未定・検討中他） 14 7 0
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